
令和５年度 第１回手良公民館運営審議会 会議録 

 

開 催 日 令和５年 ５月１６日（火） 

開 催 時 間 開会 午後７時００分 閉会 午後７時１８分 

開 催 場 所 手良公民館（てらとぴあ） 第１会議室 

委員の出欠 

 

出席 ６名 

欠席 ２名 

 委員氏名   委員氏名  

1 竹内 修司 出 5 宮原 晴美 欠 

2 伊藤 光 出 6 後藤 美佐雄 出 

3 小松 惠治 出 7 酒井 広隆 出 

4 佐々木 英明 出 8 城倉 通浩 欠 

公民館職員 公民館長 竹中 雅幸   公民館主事 向山 一樹 

諮 

問 

事 

項 

 

次第１ あいさつ 

（館長）  お仕事の後、公民館運営審議会にお集まりいただき、ありがと

うございます。コロナの関係ですが、５月８日に２類から５類に

移ったということで、公民館活動もさらに活発になると思いま

すが、引き続き感染対策には気を付けて行きたいと思います。本

日は令和５年度の事業計画等審議の程よろしくお願いいたしま

す。 

 

次第４ 正副会長選出 

    会 長 竹内 修司 

    副会長 伊藤 光 

 

次第６ 審議事項 

 （１）～（２） 

（主事）  資料に沿って説明 

 

質問・意見等 

（後藤委員）  歴史講座の中で古文書講座があるが、これは手良地区の古

文書なのか伊那市の古文書についての講座なのか、教えてい

ただきたい。 

 

（主事）    古文書講座については現在高遠町図書館の司書の方に講

師をお願いしていますので、基本的には高遠藩の古文書を中

心に、手良に関わりがあるものをお願いしています。また、

自宅にある古文書の読解なども行っています。 



諮 

問 

事 

項 
 

 
 

（主事）   手良公民館ですが、建築から７年が経ちまして講座、クラブ・

サークルなど増えて活気があります。引き続きより良い活動

をしていきたいと思います。 

 

 閉会 

 



 

 

令和５年度 第１回手良公民館運営審議会 次第 

 

日時 令和５年５月１６日（火） 

午後７時から      

場所 手良公民館 第１会議室   

 

１ 公民館長あいさつ 

 

 

２ 委嘱書交付 

 

 

３ 自己紹介 

 

 

４ 正副会長選出 

 会 長              （例年 区長会長） 

 副会長              （例年 分館長会長） 

 

５ 公民館の組織と運営審議会の役割について 

 社会教育法、伊那市公民館条例、手良公民館組織図 

 

 

６ 審議事項 

 (1) 令和５年度公民館事業について 

 

 

 

 (2) クラブ・サークル活動について 

 

 

 

 

 

７ その他 

 

 



 

 

 

令和５年度 手良公民館運営審議会委員名簿 

 

氏 名 住 所 役 職 名 

竹内 修司 八ツ手区竹之内 R05区長会長 

伊藤 光 八ツ手区中部 R05分館長会長 

小松 惠治 中坪区中組 学識を有する者 

佐々木 英明 手良小学校 手良小学校長 

宮原 晴美 下手良区中村一 社会教育委員 

後藤 美佐雄 野口区棚沢 学識を有する者 

酒井 広隆 野口区原町北 手良小学校 PTA会長 

城倉 通浩 伊那市美原区 利用者代表 

 

 

 

公民館運営審議会委員の位置づけ及び役割について 

 

○社会教育法 昭和２４年６月１０日 法律第２０７号 

（公民館運営審議会） 

第二十九条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。 

２ 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調

査審議するものとする。 

第三十条 市町村の設置する公民館にあっては、公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社

会教育の関係者並びに学識経験者のあるものの中から、市町村の教育委員会が委嘱する。 

２ 前項の公民館運営審議会の委員の定数、任期その他必要な事項は市町村の条例で定める。 

 

○伊那市公民館条例 平成１８年３月３１日 条例第１７８号 

第４条 法第２９条の規定により、各公民館に公民館運営審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

２ 審議会の委員の定数は１５人以内とし、任期は１年とする。ただし、補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

 



主事 体育厚生部長 スポーツ推進委員 計10名

ラジオ体操開幕式　市民駅伝　ハイキング

マレットゴルフ大会

分館長　文化教養部長　計8名 体育厚生 運

手良地区文化祭

文化芸能発表会 文化教養 営

副分館長　社会産業部長　計8名 社会産業 委

手良地区成人式

成人を祝う集い (婦人家庭) 員

外郭団体 その他団体

手良マレットゴルフ管理委員会 手良地区人権同和教育推進協議会

手良太鼓運営委員会

手　良　公　民　館　組　織　図

手良公民館運営審議会 ８名 伊那市公民館運営協議会

中坪分館

手良公民館（公民館長　主事）

(伊那・富県・美篶・手良・東春近・西箕輪・西春近・高遠・長谷）

市内９公民館の館長・主事により構成館長の諮問に応じ、各種事業にお
ける企画実施につき調査審議を行
う。

野口分館

分 館 長

副分館長

主　  事

専　門　部

 体　育　厚　生　部

 文　化　教　養　部

分 館 長

副分館長

主　  事

下手良分館

副分館長

副分館長

主　  事

分 館 長

 社　会　産　業　部

分 館 長

手良総合グラウンド管理委員会

八ツ手分館

主　  事


